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世界中の何百万人もの人々が無国籍状

態にあります。このことは、深刻な懸

念事項です。無国籍の削減に関する条

約は、この問題に取り組むための重要

な手段です。多くの国がこの条約の規

定に準拠した法律をすでに整備してお

り、その実施にかかる費用は微々たる

ものです。しかし、この条約の締約国

となっている国はわずかです。我々

は、この状況を変えなくてはなりませ

ん。私は、同条約の締約国になること

を望む政府に対し、UNHCR が全面的に

支援することを約束します。

 

アントニオ・グテーレス

国連難民高等弁務官
からのメッセージ

以下について詳細な情報を希望する場合：

UNHCR と無国籍への取り組み

UNHCR の無国籍に関するホームページ
（www.unhcr.org/statelessness）を参照。
また、UNHCR 執行委員会の国際保護に関す
る結論、特に、結論第 106 号（「無国籍の
特定、防止および削減ならびに無国籍者の
保護に関する結論」）（2006 年）も参照。

1961年無国籍の削減に関する条
約を含む、無国籍の防止・削減に
関する国際法

1961 年条約や無国籍者の保護に関するそ
の他の国際規範についての詳細は、「国籍
と無国籍：議員のためのハンドブック」
（UNHCR/ 列国議会同盟、2005 年（第 2 版
が 2014 年に出版）、および「無国籍に関す
る UNHCR ガイドライン：無国籍の削減に関
する 1961 年の条約第 1 条～ 4 条を通じた
すべての子どもの国籍取得権の確保」を参
照。これらの文書、およびその他の関連す
る国際文書は、UNHCR の Refworld
(http://www.refworld/org/statelessness.html)
からアクセス可能である。

表紙：
祖父の近くで休む社会から孤立し
たダリット・コミュニティ出身の
ネパール人男児。ネパールに住む
恵まれないコミュニティは、市民
権やその他関連する権利の行使に
おいて多数の障害に直面してき
た。世界の多くの人々は、両親も
無国籍であるために、出生時から
無国籍である。1961年無国籍の
削減に関する条約は、すべての子
どもが国籍を取得でき、無国籍が
世代間で受け継がれぬよう確保す
べく作成されている。



STATELESS PERSON 無国籍の防止と削減 P1

1P R E V E N T I N G  A N D  R E D U C I N G  S T A T E L E S S N E S S

国籍をもつ権利の促進

国籍とは、人と国家の間の法的なきずなである。国籍は、人々にアイデ
ンティティの意識を与え、何より、幅広い権利の行使を可能にする。し
たがって、国籍の欠如、つまり、無国籍は、当事者の生活にとって有害
となり、時には、破壊的な影響を及ぼすこともある。

世界人権宣言の第15条は、「すべての者は、国籍をもつ権利を有す
る」ことを確認している。この文言により、国際社会は、すべての個人
が、世界中どこでも、国家との間で国籍という法的なきずなを有するべ
きであることを認めたことになる。言い換えれば、国際法は、無国籍が
回避されるべきであることを明確に述べているのである。

このように確固たる国際的な約束があるにも関わらず、無国籍の新たな
事例が後を絶たない。無国籍に対する取組みは、21世紀においても大
きな課題となっている。現在、世界中に少なくとも1千万人の無国籍者
が存在する。

国家は国籍を付与する責任を有する。そして、各国は、自国の国内法に
おいて、国籍の付与および取消しの基準を定めている。そのため、国家
は、個別にまたは他国と協力して、すべての者が国籍を持つために取り
組まなくてはならない。世界人権宣言は、すべての者が国籍をもつ権利
を有することを確認しているが、個人がどの国籍を持つ資格を有する
かについては定めていない。この点について明確な規則が欠如してい
ることにより無国籍が生み出される可能性がある。そのため、各国は、
無国籍を防止・削減するための更なる国際協力と合意の必要性を認め、
1961年に「無国籍の削減に関する条約（「無国籍削減条約」）」とい
う形で追加的な基準を構築した。

無国籍を防止する国際的義務を遵守するうえの指針として、ますます多
くの国家が無国籍削減条約に注目している。無国籍削減条約の締約国
は、2011年1月1日の時点では37か国に過ぎなかったが、2011年12月
にUNHCRが開催した閣僚会議において33か国が条約への加入を誓約
した。2014年1月末までに、締約国数は55か国に増加している。だが、
条約の規定の影響自体はさらに広範囲に及んでおり、多くの国が条約の
要素を自国の国籍法に取り入れるようになった。
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国籍の重要性
国籍は、人々にアイデンティティの意識を与え、最大限に社会参加する
ための鍵となる。国籍を持たない場合、通常は選挙権が付与されないた
め、政治プロセスから排除される。さらに、国際法上、「市民」のみが
無制限に入国・在留する権利を有する。そのため、無国籍者は、何ら在
留資格を持たない状況に陥るか、更には、長期間に渡って拘禁される可
能性がある。また、無国籍は、移動の自由から教育・医療へのアクセス
に及ぶその他の幅広い分野において、困難をもたらす。また、人々が自
分の潜在能力を発揮することを妨げ、社会の一体性・安定性に深刻な影
響を与えうることから、コミュニティ間の緊張や強制移動にさえつなが
ることがある。無国籍の防止・削減は、そのような問題の根本原因に取
り組むための有効な対処法の１つである。

今日における無国籍削減条約の意義
無国籍は避けられるべきであるとの目標は国際協力を通じてのみ達成さ
れうることが理解されて久しいが、多くの国は、すべての者が国籍をも
つ権利を享受できるようにするための措置を未だ講じていない。国籍の
取得・喪失に関して各国がとるアプローチが異なるために、「見過ごさ
れ」続け、無国籍となる人々もいる。そのため、そのような隔たりを解
消するために、共通のルールが不可欠となる。無国籍削減条約は、無国
籍の脅威に対して公正・適切に対応するための明確かつ詳細で具体的な
予防手段を詳しく述べた唯一の全域的文書である。無国籍削減条約に加
入することによって、国家は、国籍に関する紛争を回避・解決し、無国
籍の防止・削減に十分に取り組むうえで必要な国際的支援を動員するこ
とができる。また、締約国の増加は、共通規則の制度を確立させ、国際
社会の関係性・安定性の向上に役立つだろう。



STATELESS PERSON 無国籍の防止と削減 P3

3P R E V E N T I N G  A N D  R E D U C I N G  S T A T E L E S S N E S S

無国籍削減条約と無国籍の回避
無国籍削減条約はどのような時に適用されるのか 　　

　無国籍削減条約は、当該者が無国籍状態に置かれてしまう場合につい
てのみ、国籍の付与又は取消を禁止する規則を定めている。言い換えれ
ば、無国籍削減条約は、各国の国籍法を通じて実施されるべき無国籍に
対する保障措置を詳細に規定して配慮しているが、それ以上の保障措置
の範囲を具体的に規定しているわけではない。条約に定められた数少な
い基本的な保障措置さえ守っていれば、国家は国籍法の内容を自由に策
定できる。しかし、これらの規則は、国籍に関するその他の国際基準と
合致するものでなくてはならない。
 

コートジボワールの民家の壁に描かれた地図を見ると、独立前後のコートジボワールと隣国との間

の人口移動のイメージを掴むことができる。国家間の国籍法の抵触は、無国籍につながりうる。こ

のことは、人々が国籍国の外に居住している場合、または国外で子どもをもうけた場合に発生する

可能性がより高い。こうした問題に対しては、無国籍削減条約に規定されたような保障措置を国籍

法に導入することにより対処することができる。出生登録および出生証明書の発行も、各個人が一

つ以上の国とのつながりを文書化するという理由から、必要不可欠である。
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 無国籍削減条約は無国籍の削減においていかに国家の役に立つのか

　個人が無国籍の状態に置かれてしまう場合に、無国籍削減条約に規定
された保障措置を適用することにより、国家は新たに無国籍の事例が生
じることを防止することができる。無国籍削減条約の規定は、無国籍の
削減といった課題に対しても同様に役立つ。すなわち、同条約は次の二
つの方法で無国籍の削減に関わる。第一に、無国籍を防止することで、
徐々に無国籍を削減していく方法である。第二に、国家が、将来の無国
籍を防止するために国内法を無国籍削減条約に規定された保障措置に
沿ったものにする場合、その機会を利用して無国籍を削減するよう国家
に奨励する方法である。例えば、国家は、新たに導入された保障措置を
遡及的に適用することで、無国籍者が国籍を取得することを認めること
ができる。

 無国籍削減条約が国家に求めることは何か

　1961年無国籍の削減に関する条約は、主に4つの分野において、無
国籍の防止・削減のために国家が実施すべき保障措置を具体的かつ詳細
に規定している。UNHCRは、これらの保障措置が国籍に関する法令・
実務に反映されるよう、技術的な支援提供を行うことができる。

＞子どもの無国籍を回避するための措置
　第1条から第4条は、主に子どもによる国籍の取得に関する規定であ
る。国家は、国籍が付与されなければ無国籍となる子どもで、かつ領域
内での出生または血統のいずれかにより同国とつながりを持つ子どもに
対して、国籍を与えるものとする。その結果、子どもが領域内で出生し
たものの、外国人である親の国籍を取得した場合、国籍を与える義務は
存在しない。国籍は、出生時に、法の適用によって、または申請によっ
て与えられるものとする。無国籍削減条約は、国籍の付与について、一
定期間の常居などの条件を付すことを認めている。第2条により、国家
は（領域内で発見された）遺棄された子どもに国籍を与えるものとする。

＞国籍の喪失・放棄による無国籍を回避するための措置
　第5条から第7条は、国籍を喪失・放棄する前に、他の国籍を保持し
ていること、または他の国籍を取得するという保障を要求しており、そ
の人があとで無国籍となることを防止するものである。この規則につい
ては2つの例外がある。それは、国家は、帰化した者が継続的に7年以
上国外に長期滞在した場合、または国外で出生した国民が成年に達した
際に国内に居住していない場合に、他の条件を満たす限りにおいて、国
籍を取り消すことができると規定している。
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＞国籍の剥奪による無国籍を回避するための措置
　無国籍削減条約の第8条および第9条は、国籍の剥奪に関する規定で
ある。国家は、何人からも、人種、民族、宗教、または政治的理由に基
づいてその国籍を剥奪することはできない。虚偽の陳述または詐欺に
よって国籍が取得された場合を除き、無国籍につながる国籍剥奪も禁止
されている。もっとも、国家は、個人が国家に対する忠誠義務に反する
行為を行った場合、または、他国に対する忠誠を誓約もしくは正式に宣
言した場合には、それが無国籍につながる場合であっても、その者から
国籍を剥奪する権利を保持することができる。国家は、ある個人から国
籍を剥奪するかどうかを決定するにあたり、その事案のあらゆる事情を
勘案し、剥奪措置を行うことの比例性を考慮すべきである。剥奪に関す
る手続については、適正手続の保障が尊重されることが必要である。
　　　　　
＞国家承継の文脈における無国籍を回避するための措置
　ある国家から他の国家への領土割譲や新国家創設などの国家承継は、
適切な保障措置がないと、無国籍を生み出すことになる。そのような場
面において、無国籍を回避することは、社会的統合および安定を促進す
るために必要不可欠である。第10条は、国家承継という特定の状況に
対処するための条文であり、領域の移譲を規定するあらゆる条約に、無
国籍の防止を確保するための規定を含めるよう各国に求めている。この
種の条約が締結されない場合には、関係国は、特に措置を講じなければ
領土移転により無国籍となる者に対して、その国籍を付与するものとす
る。

 無国籍削減条約は、国家に出生地主義の採用を求めているか

　無国籍削減条約は、各国に対し、その領土で出生したすべての子ども
に国籍を付与するよう（出生地主義）強いるものではないし、またはそ
の国民の親のもとに生まれたすべての子どもについても（血統主義）然
りである。同条約は、出生時の国籍取得の基準として、出生地および血
統の両方の正当性を認めている。そのため、条約には、両方の主義のも
とで無国籍を回避するための保障措置が含まれている。無国籍削減条約
は、締約国に対して、国籍が付与されなければ無国籍となる子どもが領
域内で出生したことに基づいて国家とのつながりをもつ場合、または同
様の子どもが国民である親のもとに生まれたことで国家とのつながりを
もつ場合には、その子どもに国籍を与えるよう求めている。そのような
国籍の付与には、いくつかの追加条件を付すことができる。
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無国籍削減条約は無国籍の防止と削減に関する唯一の条約か

　世界人権宣言など多くの国際法文書も国籍をもつ権利を認めており、
国家がどのように無国籍の防止・削減に対処すべきかということについ
て指針を提供している。

具体例：

•「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約（人種差別撤廃条
約）」は、国家に対して、人種、皮膚の色または民族的もしくは種
族的出身による差別なく、国籍をもつ権利の享受を保障するよう義
務付ける。

•「児童の権利に関する条約」は、すべての子どもが国籍をもつ権利を
有することを確認する。

•「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤
廃条約）」は、国籍の取得、変更および保持ならびに子どもへの国
籍の継授に関して男女間の平等を求める。

さらに、1954年無国籍者の地位に関する条約は、無国籍者に対する特
別な保護措置について規定することに加えて、無国籍解決のため、帰化
を促進するよう各国に求めている。

　子どもの権利および福祉に関するアフリカ憲章（African Charter 
on the Rights and Welfare of the Child）第6条、米州人権条約
第20条、イスラム世界の子どもの権利に関する規約（Covenant on 
the Rights of the Child in Islam）第7条、国籍に関する欧州条約
(European Convenant on Nationality)の諸規定など、無国籍の防
止・削減に資する地域的規範も存在する。そのため、多くの国家は、国
籍をもつ権利の促進に向けた重要な国際的義務をすでに負っていること
になる。こうした義務は、無国籍削減条約上の義務を補完するものであ
るが、無国籍回避のための全域的な保障措置を規定する文書は、無国籍
削減条約だけである。そのため、同条約は、特定の地域内で生じる国籍
問題に対処するだけでなく、異なる地域の国家間で共通の規則を適用す
ることが求められる国籍問題にも対処している。
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無国籍の回避におけるUNHCRの
各国に対する支援

無国籍問題は、難民問題と重複する部分があるだけでなく、さまざま
な点で、難民問題を扱うのと同様のアプローチを用いることが必要と
なるために、国連総会は無国籍の回避に向けて国家を支援する任務を
UNHCRに委任した。難民も、無国籍者も、共に十分な保護を受けられ
ていない状態にある。

UNHCRは、法律に関する技術的助言を行い、無国籍を防止・削減する
ための措置の実施を手助けすることによって、国家が1961年無国籍の
削減に関する条約を履行することを支援する。同条約の利益を受け得る
個人が適切な国家当局に申請を行うことを援助するという特別な任務が
無国籍削減条約の第11条によりUNHCRに課されたことで、UNHCRの
無国籍に関する世界的な任務（マンデート）は強化されている。

1954年無国籍者の地位に関する 
条約との関係

1961年無国籍の削減に関する条約や、無国籍の防止・削減に関するそ
の他の国際条約に加入し、それらを履行しても、無国籍者個人やその集
団が国家の中に残る可能性がある。そのため、無国籍者の保護を確保す
るための措置が整備されることが不可欠である。1954年無国籍者の地
位に関する条約は、無国籍者の地位を規定・改善し、無国籍者が差別な
く基本的権利および自由を付与されることを目的とした主要な国際文書
である。無国籍者地位条約と無国籍削減条約の両方に加入することは、
国家にとって無国籍問題に取り組むための重要なステップである。無国
籍者地位条約に関する詳細は、「無国籍者の権利を保護する‐1954年
無国籍者の地位に関する条約」（UNHCR, 2014年）を参照。
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無国籍削減条約加入の重要性
1961年無国籍の削減に関する条約への加入により、

•　国家が、国籍をもつ権利を含む、人権・人道基準にしたがう姿勢を
内外にアピールする手段のひとつである。

•　国籍を規定する国家の主権を侵害することなく、世界の各地で国籍
付与について異なるアプローチが取られていることで無国籍となっ
てしまう状況が存在していることから、各国が、無国籍回避のため
の共通の保障措置を認識し、問題に対処することを可能とする。

•　共通の保障措置を促進することにより、無国籍の脅威に対する各国
の対応についての法的な透明性および予見可能性を強化する。

•　国家に国籍に関係する紛争を回避・解決する手段を与え、それによ
り、国際社会の関係性および安定性を向上させる。

•　国籍をもつ権利の享受を促進することにより、強制移動の発生を防
止する。

•　無国籍から生じる排除および社会からの孤立を回避し、国家の安全
性および安定性を高める。

•　個人の参政権付与および完全な社会参加を促進する。

•　UNHCRが無国籍の防止・削減のため国際的支援を動員する手助け
となる。
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加入に関し、よくある質問 
以下に挙げたものは、1961年無国籍の削減に関する条約への加入に関してよくある質問に対
する答えである。その他の質問および詳細は、「国籍と無国籍：議員のためのハンドブック」
（UNHCR/列国議会同盟によって2005年に初版、2014年に第2版が刊行されたものを参照）を
参照。

■無国籍削減条約は、すでに無国籍回
避のための保障措置を置いている国
にも関係があるか。

多くの国は、無国籍を回避するために、すでに
自国の国籍法上で保障措置を設けている。その
場合でも、無国籍削減条約への加入は、無国籍
に取り組むうえでの重要なステップであること
に変わりない。条約加入により、そのような保
障措置が当該国で認められていることを他国に
知らせ、そうした共通の国際基準が世界的に受
け入れられることを促進するのに役立つ。

■無国籍削減条約は、各国に二重国籍
の容認を強要するものであるか。

いいえ。各国は、二重国籍の回避に関する法律
や実務が無国籍につながらない限り、二重国籍
を禁止することができる。例えば、国家は個人
に対し、二重国籍を回避するために、帰化にあ
たって以前の国籍を放棄するよう求めることが
できる。しかし、国家は、他の国籍を取得する
かまたはその保障を得る前に、個人が国籍を放
棄することを許すことはできない。

■無国籍削減条約は国籍の取消しをす
べて禁止しているか。

いいえ。無国籍削減条約上では、国籍の喪失ま
たは剥奪は、それが無国籍につながる場合にの
み禁止される。
さらに、前述のとおり、限られた状況下におい
て、また条約の第7条・第8条に規定された追
加的条件を満たす場合には、それが無国籍につ
ながる場合でも、国家は国籍の喪失または剥奪
を認めることができる。

■無国籍削減条約の規定に対する留保
は可能か。

可能である。第11条（UNHCRの役割）、第
14条（国際司法裁判所への紛争の付託）、又
は第15条（締約国が責任を有する領域）につ
いてのみ、留保が加入時において認められる。
また、第8条にしたがって、国家は、加入時に
声明を採択することで、限られた状況下で個人
の国籍を剥奪する権利を保持することもでき
る。 

■無国籍削減条約に加入する際、どの
ような考慮事項があるか。費用や報
告要件は存在するか。

無国籍削減条約への加入は、関連する国内法に
特定の保障措置が反映されるよう確保する責務
が課せられることを意味する。つまり、国内法
の修正を採択する責務が課せられることにもな
るが、その場合には、UNHCRは技術的支援を
行うことが可能である。 
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この女性は、南コーカサスからウクライナにやってきた旧ソ連市民である。彼女は、有効な渡航
文書を持っていなかったが、後にジョージア市民であることが分かり、旅券を取得した。無国籍
の防止には、1カ国以上の国籍法に該当するかを検討することが必要となることが多い。個人の国
籍が確認されるまでの間に、または、無国籍であることが分かった場合に、その人の権利を保護
するための体制を整える必要がある。

また、無国籍削減条約の履行は費用がかかるも
のでも、労力を要するものでもない。ほとんど
の場合、他の多くの国籍法規定と同様、保障措
置は自動的に適用される。費用のかかる手続や
組織は必要とされない。そして、無国籍削減条
約は、締約国の公式な報告義務について規定も
していない。しかし、国籍法に関する情報を他
の国やＵＮＨＣＲが入手できるようにすること
は、保障措置がすべての締約国により正しく履
行されることを確保するために重要な手段であ
る。
 

無国籍削減条約への加入方法

各国は、加入書を国連事務総長に寄託すること
により、いつでも無国籍削減条約に加入するこ
とができる。この加入書には、外務大臣または
国家元首もしくは政府の長の署名が必要である。
加入手続についての詳細および加入書の見本は、
www.unhcr.org/statelessnessで入手可能で
ある。



STATELESS PERSON 無国籍の防止と削減 P11

11P R E V E N T I N G  A N D  R E D U C I N G  S T A T E L E S S N E S S

加入を呼びかける国際社会の声
国連総会：1954年の無国籍者の地位に関する条約や1961年の無国籍
の削減に関する条約といった無国籍に関する条約への加入に関する国家
の誓約、および、それらの条約に対する留保を撤回する誓約を歓迎する。
また、近年のそれらの条約への加盟数の増加についても歓迎する（…）。
•	 General Assembly Resolution 67/149, Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees, 20 December 2012（国連総会決議第67/149号「国
連難民高等弁務官事務所」2012年12月20日）

国連人権理事会：2011年が無国籍の削減に関する条約の50周年となる
ことを認め、同条約および無国籍者の地位に関する条約に加入していな
い国家に対して加入を検討するよう奨励する。
•	 Human Rights Council Resolution 13/02, Human rights and arbitrary deprivation of 

nationality, 24 March 2010（人権理事会決議13/2「人権および国籍の恣意的な
剥奪」2010年3月24日）

UNHCR執行委員会：国家が1961年無国籍の削減に関する条約への加
入を検討するよう奨励し、締約国については、留保の撤回を検討するよ
う推奨する。
•	 決議第106号（LVII)2006年
アジア・アフリカ法律諮問委員会： 無国籍者が抱える苦況を改善する
ために、加盟国に1954年の無国籍者の地位に関する条約および1961
年無国籍の削減に関する条約への加入を検討するよう求める。
•	 Resolution on the Half-Day Special Meeting on “Legal Identity and Statelessness”, 8 

April 2006（「法的身分および国籍」に関する半日の特別会合での決議2006
年4月8日）

米州機構総会：決議 1．無国籍者に関する国際文書に批准または加入し
ていない加盟国に対し、批准・加入を検討し、これらの文書に従って、
その適用のための手続および制度的メカニズムの採択を促進するよう求
める。決議2. 無国籍者の保護及び無国籍の防止・削減のための国際文
書の重要性を強調し、加盟国に対し、無国籍の削減に関する条約の50
周年祝典の際に表明した具体的な誓約を、国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）の技術支援を受け、実行に移すよう要請する。
•	 Resolution of the General Assembly, AG/RES. 2787 (XLIII-O/13), Prevention and 

Reduction of Statelessness and Protection of Stateless Persons in the Americas, 5 
June 2013（総会決議AG/RES.	2787	(XLIII-O/13)「米州における無国籍の防
止・削減および無国籍者の保護」2013年6月5日）
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1961年無国籍の削減に関する
条約への加入文書見本

無国籍の削減に関する条約は、1961年8月30日に全権委員会議に
より採択され、第16条にしたがい、加入のために開放されており、

第16条4項において、同条約への加入は国際連合事務総長への文書
の寄託によって効力が生じると規定されており、

下記に署名した［国家元首、政府首長または外務大臣の役職］は、
20＿年＿月＿日、＿＿において、［国名］の同条約への加入をこ
こに通知する。

［国家の印章、および該当する場合は保管者の署名］

［国家元首、政府首長または外務大臣の署名］

付
録
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世界中の何百万人もの人々が無国籍状

態にあります。このことは、深刻な懸

念事項です。無国籍の削減に関する条

約は、この問題に取り組むための重要

な手段です。多くの国がこの条約の規

定に準拠した法律をすでに整備してお

り、その実施にかかる費用は微々たる

ものです。しかし、この条約の締約国

となっている国はわずかです。我々

は、この状況を変えなくてはなりませ

ん。私は、同条約の締約国になること

を望む政府に対し、UNHCR が全面的に

支援することを約束します。

 

アントニオ・グテーレス

国連難民高等弁務官
からのメッセージ

以下について詳細な情報を希望する場合：

UNHCR と無国籍への取り組み

UNHCR の無国籍に関するホームページ
（www.unhcr.org/statelessness）を参照。
また、UNHCR 執行委員会の国際保護に関す
る結論、特に、結論第 106 号（「無国籍の
特定、防止および削減ならびに無国籍者の
保護に関する結論」）（2006 年）も参照。

1961年無国籍の削減に関する条
約を含む、無国籍の防止・削減に
関する国際法

1961 年条約や無国籍者の保護に関するそ
の他の国際規範についての詳細は、「国籍
と無国籍：議員のためのハンドブック」
（UNHCR/ 列国議会同盟、2005 年（第 2 版
が 2014 年に出版）、および「無国籍に関す
る UNHCR ガイドライン：無国籍の削減に関
する 1961 年の条約第 1 条～ 4 条を通じた
すべての子どもの国籍取得権の確保」を参
照。これらの文書、およびその他の関連す
る国際文書は、UNHCR の Refworld
(http://www.refworld/org/statelessness.html)
からアクセス可能である。

表紙：
祖父の近くで休む社会から孤立し
たダリット・コミュニティ出身の
ネパール人男児。ネパールに住む
恵まれないコミュニティは、市民
権やその他関連する権利の行使に
おいて多数の障害に直面してき
た。世界の多くの人々は、両親も
無国籍であるために、出生時から
無国籍である。1961年無国籍の
削減に関する条約は、すべての子
どもが国籍を取得でき、無国籍が
世代間で受け継がれぬよう確保す
べく作成されている。
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